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１ はじめに

本市議会では，議会基本条例に基づき，「議会報告会」を開催している。報告

会では，議会や委員会の活動内容を出席いただいた市民に報告するとともに，

意見交換等も行い，議会の活性化策に反映させている。これらの取り組みの中

で，本市議会議長の答申を受けて，議員定数及び報酬の検討を行ったものであ

る。

また，議会報告会においてアンケートを実施した中では，「人口比率に対する

議員定数の全国的比較資料を示してほしい」，「人数（議員定数）が多すぎる」，

「議員定数を見直すべき」，「議員の仕事が見えてこない」，「議員の個々の意識

が違いすぎる」，「議員は今後も向上心を持って市政・議会運営をお願いする」，

「議会としての方向性が見えにくい」などの議員定数に係る意見が寄せられて

いる。

更に，全国的に議員自らによる議会改革，活性化を進める動きが活発化する

中で，平成２４年４月，本市議会でも，それまでの議会活性化の取組を基本と

した笠岡市議会基本条例を制定した。この議会基本条例第２５条及び第２６条

では議員定数及び報酬について定めており，それらの改正に当たっては，「行財

政改革の視点及び他市との比較だけでなく，市政の現状及び課題並びに将来の

予測及び展望を十分に考慮する」と規定している。

地方分権の進展に伴い，地方公共団体の権限は拡大し，自治体自らの責任に

おいて決定する事務が増加する中で，議会の担うべき役割及び責任も大きくな

ってきた。これまで以上に市政の監視及び評価並びに立法機能の強化が求めら

れている。また，積極的に情報を公開し，より一層市民に開かれた議会を実現

するとともに，市民との対話を通じて市政の課題に対する多様な意見を的確に

把握し，市民福祉の向上に努めていく必要がある。

そこで，本市議会は，一層の市民の参加及び開かれた議会を推進するととも

に，議会及び議員の責務と，議会運営の基本的事項を明らかにし，市民福祉の

向上のために全力を挙げて，市民の負託に応え得る議員定数及び，その報酬の

適正な在り方を自ら調査検討することとした。平成２８年５月に設置された，

笠岡市議会議会・行政改革特別委員会において，取り扱い項目として，その調

査検討の過程を市民に公開し，その内容を報告書にまとめて，説明責任を果た

すこととした。

この報告書は，当特別委員会が調査検討結果報告書を取りまとめたものであ

る。
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２ 調査の趣旨

議会や議員の責務と役割，また，その活動の在り方と議員定数及び報酬（以

下「定数等」という。）の関連性について，住民自治を進めて公共の福祉を向上

させる観点から，調査検討するとともに，その結果と根拠を明らかにして，市

民への説明責任を果たすため設置した，笠岡市議会議会・行政改革特別委員会

（以下「特別委員会」という。）が，調査事件について調査検討する。

３ 基本的な考え方

日本国憲法に基づく二元代表制の下，議会は合議制の議事機関として，市長

は執行機関として，それぞれが異なる権限を行使して，市民の意思を市政に反

映させるという役割及び，責任を担っている。議会は，市政の監視及び評価並

びに，立法機能を十分発揮しながら，市民福祉の向上及び，地方自治の本旨の

実現を図る責務を負っている。

地方分権の進展に伴い，地方公共団体の権限は拡大し，自らの責任において

決定する事務が増加する中で，議会の担うべき役割及び，責任も大きくなって

おり，これまで以上に市政の監視及び評価並びに立法機能の強化が求められて

いる。

また，積極的に情報を公開し，より一層市民に開かれた議会を実現するとと

もに，市民との対話を通じて，市政の課題に対する多様な意見を的確に把握し，

市民福祉の向上に努めていく必要がある。

よって，議会は，市民の参加及び開かれた議会を推進するとともに，議会及

び議員の責務と，議会運営の基本的事項を明らかにし，市民福祉の向上のため

に全力を挙げて，市民の負託に応えていかなければならない。

議会は住民自治の根幹であり，議員の定数は議会制度の基礎をなすものであ

る。

議員報酬は，地方自治法に，普通地方公共団体が支給しなければならず，そ

の額及び支給方法は，条例で定めなければならないと規定されている。かつて

の名誉職制度は廃止され，期末手当を支給することが出来るとの法改正もなさ

れてきた。

以上を踏まえながら，地方自治の根幹である議会の議員定数及び報酬につい

て，議会としてその適正な在り方の調査検討を行う。
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４ 特別委員会の開催状況

日 程 事 項 調査事項等（定数・報酬の状況）

平成２９年 １月１８日 第９回特別委員会 取り組み項目⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の検討について

（検討詳細項目に係る各委員の定数の

考えの意見整理）

平成２９年 ２月１６日 第 10回特別委員会 取り組み項目⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の引き続きの検討について

（検討詳細項目に係る各委員の審議並

びに取りまとめ）

平成２９年 ３月２１日 第 11回特別委員会 取り組み項目⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の引き続きの検討について

（検討詳細項目に係る各委員の審議並

びに取りまとめ）

平成２９年 ４月２０日 第 12回特別委員会 取り組み事項⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の議員定数について

（委員意見書提出による議員間協議を

行った。）

平成２９年 ５月１７日 第 13回特別委員会 取り組み事項⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の議員定数について

（論点・意見の整理を行った。）

平成２９年 ７月１２日 第 14回特別委員会 取り組み事項⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の議員定数について

（各委員「会派を含めた意見」から提出

の論点・意見による委員間協議を行っ

た。）

平成２９年 ８月１７日 第 15回特別委員会 取り組み事項⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の議員定数と報酬について

（論点別の意見の確認と報酬について

委員間協議を行った。）

平成２９年 ９月２０日 第 16回特別委員会 取り組み事項⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の報酬について

（参考資料による現状の状況について

議論した。）

平成２９年１０月２６日 第 17回特別委員会 取り組み事項⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の報酬について
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注）議員定数・報酬に関わる会議のみを表記

（適正な議員報酬について議員間の協

議を行った。）

平成２９年１１月２０日 第 18回特別委員会 取り組み事項⑥「議員定数・報酬の調査

検討報告書」の定数並びに報酬の最終的

な委員会での結論と取りまとめ

平成２９年１２月２１日 第 19回特別委員会 議員定数等調査結果最終報告書（答申）

の確認と議長への答申書提出
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５ 調査事項

（1）議員定数の適正な在り方について

１）調査事項

① 歴史的経過

議員定数の適正な在り方を調査するに当たって，まず，本市議会の議員

定数の歴史的経過や議論の内容を確認した。

昭和５９年９月２１日，笠岡市議会議員定数３０人を４人削減して２６

人とする「笠岡市議会議員の定数を減少する条例の一部改正について」

が，提案され，原案どおり可決された（地方自治法に基づく法定定数は

３６人）。理由は，本市議会においても行財政の見直しが重要な課題と受け

とめ，行財政問題特別委員会を設置し，種々検討協議を重ね，まず議員定

数の削減を行うべきとして，論議され現下の厳しい状態を認識し，条例改

正されたものである。

その後，行政施策の最終意思決定に当たる市議会の機能・役割の重要性

を踏まえて，議員定数のあり方については，当市の人口規模や行政区域，

市の保有面積，行政の事務量，行政改革面や市民感情への配慮，更には，

県下１０市や類似都市の状況など総合的な視点から，２４名（平成１４年

３月議決）とした。

また，平成２１年９月１０日には特別委員会において審議がなされ，

２人削減とする報告が行われ，平成２２年３月２日に提案され，原案

どおり可決され，以降，現在に至っている。

② 議員定数に関する請願・陳情の状況

○ 請願 なし

○ 陳情 なし

③ 他市議会の議員定数の実態と近年の状況

全国市議会議長会調査による議員定数の状況は以下のとおりである。

全国８１３市（平成２７年１２月３１日調査日現在）の１市当たり平均定

数は２４．１人。また，本市と類似の人口段階別５～１０万人未満の市２６

４市の１市当たり平均定数は２１．２人である。

さらに，本市の類似団体として，中国・四国地方の人口５万人以上１０万

人未満の市の状況等は【資料１】のとおりである。
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次に，岡山県下の市議会の状況は下表のとおりである。

（平成２９年１月１日現在）

※１ 人口（②）＝岡山県下住民基本台帳人口（岡山県：平成２９年１月１日現在）

全国の市議会議員定数調査等によれば，一般的に人口規模による定数の捕ら

え方として，人口５万人以上１０万人未満の市の場合，議員定数は市民 3,000 人
に１人という実態がある。なお，大都市では 10,000 人に１人程度となっている
例が多い。

また，中国地方の人口４万以上６万人未満の市の平均は，２０．９２人とな

っている。

市民の代表である議員としての機能を考えるときには，議員１人当たりの人

口は少ない方が声が届きやすいと言える。

なお，市議会の議員定数は，平成２３年まで地方自治法により，人口規模に

よって上限数が定められていた。（「議員定数の規定撤廃」資料２参照）

なお，参考として，議員定数条例の提案権は議員及び市長にあること，また，

市民による条例改正の直接請求も可能であることを確認した。例として，名古

屋市（市長が７５人の議員定数を３８人に減らす条例案を提案しているが議会

が否決），また，防府市（議員定数削減をマニフェストに掲げた市長が２７人の

市 名

議員定数

（①）

（人）

議員実数

（人）

人 口

（②）※

（人）

議員１人当たり

人口 ②／①

面 積

（ｋ㎡）

岡山市 ４６ ４５ ７０８，６５２ １５，４０５ ７８９．９５

倉敷市 ４３ ４３ ４８４，１７４ １１，２６０ ３５５．６３

津山市 ２８ ２８ １０２，９６２ ３，６７７ ５０６．３３

総社市 ２４ ２４ ６８，２０９ ２，８４２ ２１１．９０

玉野市 ２０ ２０ ６１，２２６ ３，０６１ １０３．５８

笠岡市 ２２ ２２ ５０，３４６ ２，２８８ １３６．３９

真庭市 ２４ ２４ ４７，１９５ １，９６６ ８２８．５３

赤磐市 １８ １６ ４４，５９９ ２，４７８ ２０９．３６

井原市 ２０ ２０ ４１，６１３ ２，０８１ ２４３．５４

瀬戸内市 ２０ ２０ ３７，９７５ １，８９９ １２５．４５

備前市 １６ １６ ３５，９０３ ２，２４４ ２５８．１４

浅口市 １８ １７ ３５，１０８ １，９５０ ６６．４６

高梁市 １８ １８ ３１，９３９ １，７７４ ５４６．９９

新見市 １８ １６ ３０，８１４ １，７１２ ７９３．２９

美作市 １８ １８ ２８，７３３ １，５９６ ４２９．２９
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定数を１３人に減らす改正案を提出したが否決。その後，市民から定数を１７

にする直接請求がなされたが否決），さらに帯広市（議員定数３２を２０にする

直接請求の事例）を確認した。さらに，山陽小野田市では住民投票を行ったが，

投票率が低くて開票されなかった例もあった。

④ 議会（委員会）や議員の権限と役割

議員定数の適正な在り方を調査検討する上で，改めて法律や条例の規定及

び議会（委員会）や議員の権限を確認している。

地方自治法には，議会の議決事件が列挙されている（第９６条）。

同法第２項には，議決事件を追加することができると規定されており，これ

に基づき本市では，地方自治法から削除された「総合計画基本構想の策定，

変更又は廃止」及び「都市計画に関する基本的な方針の策定，変更又は廃止」

には，議会の議決が必要としている。

また，地方自治法には，主に次のとおり議会（委員会），議員の権限が規定

されている。

○ 選挙及び予算の増額修正権（第９７条）

○ 検閲・検査及び監査の請求権（第９８条）

○ 意見書の提出権（第９９条）

○ 調査，出頭証言及び記録の提出請求権（第１００条）

○ 議案の審査又は普通公共団体の事務に関する調査権

○ 委員会の所管事務調査権等（第１０９条）

○ 議員の議案提案権（第１１２条）

次に，笠岡市議会基本条例では，市の政策等の形成過程の説明資料の提出

を求めることができる（第１６条)，予算及び決算における説明資料の提出を
求めることができる，議会への報告及び資料の提出を求めることができる（第

１７条）と規定している。

市議会では，議会基本条例に基づき，当局に対し議案書等に加え，「予算調

書」「決算調書」等必要な資料の提出を求め，審査及び調査の内容を深めてい

る。

そのほか，笠岡市議会議員政治倫理条例，笠岡市議会定例会に関する条例，

同施行規則等により，議会，議員の権能や役割について確認した。

なお，笠岡市議会定例会に関する条例では，定例会は毎年４回との規定があ

る。昨今の議会改革の流れの中で，通年議会を行っている議会がある。仮に，

本市議会の機能と役割，権能を確認する中で通年議会に取り組む必要があると

の検討がなされた場合，この条例改正の必要性，また，その場合の議員定数の
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在り方はどうかということを検討する必要が生じることから確認したが，現状

で本市において通年議会の議論はほとんどない。

⑤ 議員定数の規定

地方自治法第９１条第１項に，「市町村の議会の議員の定数は，条例で定め

る。」と規定され，同条第２項に「前項の規定による議員の定数の変更は，一

般選挙の場合でなければ，これを行うことができない。」とされている。

議員定数を条例で定めるとされたのは，平成２３年の地方自治法改正によ

るもので，これにより同法による議員定数の上限は撤廃された。同法改正前

は，人口５万人以上１０万人未満の市の議員定数上限数は３０人であった。

議員定数をその市の人口で規定していたのは，議会の議員が住民の声を反映

するものである以上，住民の数が多くなればなるほど，それに比例して住民

の意見の種類も多くなると考えられるから，これを議会に反映させるべき任

務を担う議員の数も多くする必要があるからとされていた。

なお，本市議会議員定数は，「笠岡市議会の議員の定数を定める条例」の平

成２２年の改正により，笠岡市の議会の議員の定数は２２人とする。とされて

いる。

⑥ 地方分権と地方議会の在り方に言及した国の審議会の答申等

地方分権と地方議会の在り方について，総務省が設置する第２８次地方

制度調査会が，「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関す

る答申（平成１７年１２月）」，また，第２９次地方制度調査会が，「今後の

基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申（平成２１年６月）」，

更に，第３１次地方制度調査会が，「人口減少社会に的確に対応する地方行

政体制及びガバナンスのあり方に関する答申（平成２８年３月）」を行って

いる。

これらの中で，「議会制度のあり方」として，「議会は，多様な民意を反

映しつつ，団体意思の決定を行う機能と，執行機関の監視を行う機能を担

っているが，十分にその役割を果たしていないのではないかなどの指摘が

なお見られるところである。

地方分権の進展等に伴い，地方公共団体の処理する事務は今後さらに増

大するとともに，事務の処理に当たっても，条例により自主的に定めるこ

とのできる範囲が拡大するなど，地方公共団体の責任領域が拡大するもの

と考えられ，議会機能のさらなる充実・強化が求められている。

近年，それぞれの議会において，議会の活動理念とともに，審議の活性

化や住民参加等を規定した議会基本条例を制定するなど，従来の運用の見
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直しに向けた動きが見られるところであり，引き続きこのような自主的な

取組が進められることが期待される。

また，分権型社会における議会の役割が十分に発揮されるようにするた

めには，自己改革の取組に加え，以下のような方向での見直しを行うこと

が適当である。」とされ，議決事件の追加，議会の監視機能の強化の具体的

方策が示されている。

更に，人口減少社会においての議会制度や議会運営のあり方として，議

会の招集権や通年会期制，ＩＣＴの活用などによる情報発信等の充実，議

会事務局の専門・専属職員などの共同設置を含めた体制強化等が示されて

いる。

本市議会でも，こうした議会活動を行うに足る議員定数の確保が課題と

なり，適正な在り方を検討する上での留意点として着目する必要がある。

次に，同じく総務省の地方行財政検討会議（ 平成２３年１月２６日 ）

によれば，『議会のあり方の見直し』として，議会に期待される機能とその

現状を「議会は，団体意思の決定機関及び執行機関を監視する機関として

の役割を担っており，これらの役割を果たすために政策形成機能，多様な

住民の意見の反映，利害の調整，住民の意見の集約の機能を持ち，これら

の機能を十分に発揮することが求められている。しかしながら，議会の現

状は，こうした期待に応えられているとは評し難い。長との関係において，

既に述べた諸課題のほか，審議に際し事実上常時執行機関の出席を求めて

いる一方で，議員間又は専門家との政策議論が必ずしも十分に行われてい

ない，財政状況や公金支出への監視が十分でないという指摘がある。また，

住民の意見反映・集約等の機能の観点から，議員の構成は「住民の縮図」

として多様な層の幅広い住民の意見を的確に反映できているのか，住民と

の直接対話，住民参加の取組が十分に行われているのかという指摘もある」

とされ，『議会に期待される機能に応じた議会のあり方』として，「議会の

政策形成機能に着目する場合，議会は専門的知識を有する者で構成される

ことが望ましいと考えられる。その場合，これらの機能が十分に発揮され

るようにするためには，比較的少数の議員で審議を行うことが有効である

という考え方もあり得る。一方，住民の意見反映等の機能に着目する場合，

地域の多様な層から幅広い住民が議会に参加することが重要であり，多人

数の議員により議会を構成し，審議を行うことが有効であるという考え方

もあり得る。例えば，前者の場合，多様な層の幅広い住民の意見を反映す

る機能が損なわれることがないかという観点から，また，後者の場合，多

人数の議員で議会が構成されることによって住民の意見の集約が困難にな

り，議会の権限の適切な行使に支障が生じることがないかという観点から，
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それぞれ十分な検討が必要である。その検討に当たっては，都道府県と市

町村，あるいは，地方公共団体の規模の大小により，いずれのあり方がふ

さわしいのかといった観点にも留意する必要がある」と述べられており，

さらに，「住民の縮図としてふさわしい議員の構成」として，「地方議会の

現実の議員構成については，サラリーマンや女性が少ないなど，「住民の縮

図としてふさわしい構成」になっていないとの指摘がある。真の意味で

の住民自治の確立のためには，多様な層の幅広い住民が議員として活動で

きるようにするための環境整備が必要であり，労働法制（休暇制度・休職

制度・復職制度）について，住民の政治参加を促進する観点から，今後，

国民的な論議が幅広く行われることを期待する」とされているところであ

り，留意する必要がある。
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２）調査検討の経過

特別委員会では，以上，「１）調査事項」で調査確認した内容を踏まえ，

委員会での議員定数の適正な在り方を調査検討した。

① 本市人口（面積）の推移

本市人口（面積）の推移は【資料３】のとおりである。

平成１８年４月には５７，３０６人であった人口は，１０年後の平成

２８年４月には５０，８９７人となり，減少傾向である。これに比例して，

有権者数も減少している。

また，市域の面積は現在１３６．３９㎞２である。面積による議員定数

については，行政効率の観点と，広大な市域の場合の議員の情報収集手段

及び移動の側面から十分検討する余地はあるが，本市の市域の場合，面積

自体が議員定数の適正な在り方を検討する上で，他の要因以上の大きな要

因とはなり難いと思慮される。

② 行政区域・学区等

本市の現在の行政区域は２４，小学校区は１８，中学校区は９，また，

公民館は２１公民館である。（行政区域別人口は【資料４】）

それぞれの数と議員定数を比較対照検討し，１区域につき１人との考え

方は可能であるが，地域・地区によって人口に違いがあり妥当性に欠け，

選挙区制を採用していないことから地区数と議員数に相関がないと思慮さ

れる。仮に選挙区制を採用した場合，１票の格差の問題が生じる。

③ 本市の現状及び課題・将来の予測及び展望の観点

笠岡市議会基本条例第２５条及び第２６条では，議員定数や報酬につい

て，「議員定数の見直しに当たっては，市政の現状及び課題，将来の予測及

び展望を考慮しなければならない。」と規定している。

一般的に，議員定数削減の意見は，予算の削減面や，他市が削減してい

るから本市も削減するべきだ，他市より多いといった点から提唱されるこ

とが多いことを鑑み，そうではなくて，市政の現状及び課題並びに将来の

予測及び展望に立って，市民の代表たる議員数を検討し改正すべきである

というのが条文の意図である。

そこで，本市の現状として，人口の伸びや県南の中核都市としての位置

づけ，また，本市に横たわるさまざまな課題とそれらを解決するための方

針とその施策，そして，今後とも伸び行く笠岡市であるための，これから

の本市の進展を見越した施策に思いを馳せ，その審査，チェック，監視機
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能を果たしうる市議会，委員会，議員たる議員定数を想定する必要性もあ

ると思慮される。

なお，市民アンケート及び議会報告会の活用も視野に入れて，議会によ

る調査及び議案の審査に生かすことも可能であることから，これらも含め

て総合的に検討する必要もある。

④ 常任委員会数と委員数の観点

議員定数を検討する上で，非常に重要な要因として常任委員会数と委員

数がある。

これらは設定された議員数によって決まり，議員数によってその数にお

のずと制限されるからである。

委員会の権限と役割については，「２）調査事項⑤議会（委員会）や議員

の権限と役割」に記述のとおりである。本市議会では委員会中心主義とし

て，委員会への付託及びその審査結果を尊重している。本会議での審議の

下審査的役割を担い，本会議での審査の効率化及び詳細な審議を委員会に

委ねており，その委員会の数（所管の事務事業の範囲）及び所属委員数に

よって，議案の審査等に及ぼす影響は大きい。

なお，本市議会での本会議，常任委員会等の開催状況は【資料５】のと

おりである。

また，委員会として討議できる人数の多少（委員の数）によっては，調

査及び審議に多大な影響がある。多すぎる場合は結論が出にくく，少なす

ぎる場合は結論に偏りを生じるおそれがある。一般に議論には６～８人が

適しているとされており，このことから，『委員会数×委員数』によって議

員定数が導かれる。

現在の本市議会の常任委員会数は３（総務文教(8)，環境福祉(7)，建設産
業(7)），委員数は１委員会約７人である。
以前は，総務文教(7)，民生水道(7)，建設(6)，産業(6)の４常任委員会で構

成していたが，各常任委員会での審査内容による偏り，また平成１４年３

月の議員定数削減を契機として，更には常任委員会維持のためには委員会

構成は６人から７人が必要などの理由により，平成１４年６月から常任委

員会を３とし，現在の委員会構成にした経緯がある。

以上から，議員定数は，３委員会×６・７・８委員＝１８・２１・２４

人，すなわち，１８から２４人の範囲となる。

常任委員会ごとに委員数が同数である必要はなく，１人議員の複数常任

委員会所属等，議員定数の動向と整合を取り慎重に見極めて，さらに議論

を深める必要がある。
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⑤ 議員選挙における立候補者数等からの視点

近年の市議会議員選挙における立候補者の推移は下表のとおりである。

立候補者が少なく無投票となることを危惧し，議員定数を見直す議論が

あるので調査検討項目とした。結果として，議員定数の適正な在り方は立候

補者数とは何ら関係ないとの意見により検討を終結した。

⑥ 議員選挙における立候補者の年齢・性別からの視点

近年の市議会議員選挙における立候補者の推移は下表のとおりである。

年齢・性別が偏っていて「住民の縮図」としてふさわしい構成になってい

ないと考えられるため，調査検討項目とした。

結果として，議員の多様な層の幅広い住民が議員のなり手となるよう，労働法

制のあり方など環境整備に関する制度改正について、地方自治法第９９条にも

とづき国の関係機関へ意見書を提出することを望むこととした。

⑦ 議員定数と予算経費によるアプローチ

議員定数と報酬，の相関による決算総額の推移は次表のとおりである。

一般的に，予算総額に占める議会費の割合は１％程度が多いとされてい

る。

本市議会でも，概ね１％前後で推移している。（決算ベース）

執行年月日 立候補者数 投票率 当選者のうち 次点得票数

最多得票数 最小得票数

H16.4.18 ２６ 73.50 １，７８０ ９７２ 861
H20.4.20 ２５ 67.23 １，８８６ ８７４ 530.340
H24.4.15 ２４ 68.70 １，８５４ ７９３ 718
H28.4.15 ２６ 66.53 １，６９５ ７９４ 780.141

執行年月日 立候補者数 年齢構成 男女構成

２ ０

代

３ ０

代

４ ０

代

５ ０

代

６ ０

代

７ ０

以上

男 女

H16.4.18 ２６ １ － ３ １１ １０ １ 22 4
H20.4.20 ２５ － １ ２ １３ ８ １ 22 3
H24.4.15 ２４ － ２ １ ６ １１ ４ 21 3
H28.4.17 ２６ － １ ３ ６ １０ ６ 22 4
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（単位：千円）

注）議会費合計には，議場・委員会室の改修費等，経常経費以外の経費（総務

費財産管理費分）を含めない。

議員定数を削減せよとの論調は，行財政改革，特に経費削減の側面から

提唱されることが多い。

しかし，全予算に占める議会費の割合は表のとおりであり，議員定数を

削減することで，予算の大部分を占める他の経費の監視，チェック機能が

低下するとすれば，問題である。議員定数を経費削減の観点から検討する

場合には留意する必要がある。

⑧ 標準的な議員定数計算式について

《近隣市の研究による標準的な議員定数計算式》

（１）議員定数は，人口，人口の二乗，面積で８１．８％が決まる。

（２）議員定数は，人口が多くなれば多くなる。

（３）しかし，大きくなる程度はだんだん小さくなる。

（４）議員定数は，市域面積が大きくなるほど多くなる。

※全国市議会議長会研究フォーラム

「関西学院大学 林 宣嗣教授の標準的な議員定数の計算式」出典

平 成

年 度

一般会計

決算額（A）
議会費（議員

報酬等以外）

議員報酬・

期末手当

計（B） 議会費

の割合

（B／A）
平成 22年度 22,129,509 77,123 184,051 261,174 0.012
平成 23年度 21,972,110 81,064 270,371 351,435 0.016
平成 24年度 21,403,340 78,099 215,485 293,584 0.014
平成 25年度 22,116,763 74,543 208,149 282,692 0.013
平成 26年度 22,284,749 72,322 209,150 281,472 0.013
平成 27年度 23,301,712 71,665 221,233 292,898 0.013

すなわち，

標準的な議員定数計算式＝１４．７８

＋０．０８４６×（人口（千人））

－０．００００６５５×（人口（千人））２

＋０．００６１×（面積（ｋ㎡））

自由度修正済み決定係数＝０．８１８
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上記による本市（人口５０，４１８人 面積１３６．３９ｋ㎡）の試算結果

は，１９．７人である。

標準的な定数計算式は，全国の市議会の議員定数と人口及び面積をプロット

し得られる数値曲線を数学的に表したものであり，これによって全国の８１．

８％の市議会の議員定数が説明できるとされる。このため，計算式で得られる

数値より多い場合，少ない場合には，その理由を説明する必要があるとされて

いる。

この計算式は適正な議員定数を求めるものではなく，平均値を求める計算式

であると理解し，参考とすることとした。

なお，この計算式を用いて試算した近隣の市及び議会改革先進市議会の状況

は，下表のとおりである。

注）人口＝平成 28 年 11 月 1 日現在（岡山県ＨＰ）
県外人口＝平成 28 年 11 月 1 日現在（住民基本台帳）
県内定数＝平成 28 年 4 月 1 日
《※総社市は平成２９年１０月から議員定数２２名の予定》

３）論点の整理

これまで述べてきた事柄を踏まえ，議員定数の適正な在り方を検討する

ための論点を次のとおり整理した。

１ 議会（委員会）の権限・機能から見た定数

１）地方分権時代における議会・委員会，議員のあるべき姿の観点

２）行政監視機能強化の観点

３）委員会審査充実の観点（委員会数及び委員数）

２ 人口・面積規模等による定数

１）人口＝類似団体との比較

２）面積＝地理的条件を含めた行政効率の観点

３）行政区・学区の観点

市 名 人口（人） 面積ｋ㎡ 議員定数① 計算結果② 差（①－②）

笠岡市 49,656 136.39 22 19.7 2.3
岡山市 721,170 789.96 46 46.5 －0.5
倉敷市 477,660 355.63 43 42.4 －0.6
玉野市 60,065 103.58 20 20.3 －0.3
総社市 67,059 211.90 24 21.5 2.5
備前市 34,606 258.17 16 19.2 －3.2
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３ 本市の現状及び課題並びに将来の予測及び展望の観点による定数

１）人口・予算規模等の推移

２）本市の将来像

３）議員選挙における立候補者数

４）立候補者数と年齢別数

４ 予算と定数

１）財政状況，行財政改革の観点

５ 市民意見と定数

１）市民意見の観点
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４）議員定数の適正な在り方

《検討状況》

論点に基づき，適正な議員定数を，

① 現状維持の２２人

② ２人削減の２０人

③ ３，４人削減の１８人～１９人

以上３案に絞り検討した。

１ 議会（委員会）の権限・機能から見た定数

・代議制民主主義の本来のありようからすれば，議会の構成は、市民の縮図で

あることが望ましい。男女構成・年齢構成等は，定数問題では解決されない

が，十分配慮する必要がある。

・様々な政策等について｢合議し決定する｣という機能から考えれば，可能な限

り，市民の多様な意見が反映される必要がある。意見の代表者が少なくなれ

ば，それだけ少数意見が排除される。したがって，可能な限り議員定数は多

くあるべきだ。

・｢監視｣｢チェック機能｣についても同様ではないか。議員の人数の削減は，そ

れだけ，議会の力の減少になるととらえるべきだ。

・実質的な審議が｢委員会｣で行われている現状からすれば，1つの委員会の人
数をどうするのかも重要と思われる。委員会の中での多様な意見の存在と活

発な議論を促進する人数が必要と考える。現状維持が望ましい。

・地方政府として，議員の政策立案能力向上が求められているが，議会発議の

数や内容から判断しても定数削減の声が出るのは当然。政策形成サイクルを

機能させ政策議論を深めることや，議会の見える化など議会改革を急がなけ

ればならない。

・監視機能強化や審査充実について，議員の数が多いほど様々な観点でチェ

ックできるというメリットがある。しかし，委員それぞれが勉強した上で

のことであり，質の向上がなければ議員の数が多くてもメリットとならな

いのではないか。

・昨今，議員定数の減が著しく，議会機能権限強化の観点からもこれ以上の

減は好ましくない，よって現状維持とすべきである。

・委員会の権限、機能

自治法では，議会において，①議決権，②選挙権，③検査権，④監査請求権，

⑤意見表明権，⑥罷免権，⑦調査権，⑧請願受理権，⑨懲罰権，⑩決定権，

⑪同意権，⑫承認権，⑬諮問意見提出権，⑭報告受理権，⑮会議規則制定権
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で，選挙権，請願受理権，報告受理権を除く権限は，いずれも議決を前提と

している。

最近は，行財政需要の増加に伴って，地方公共団体の事務が，広範多岐に

わたり，数多くの事件を限られた会期内に，迅速に処理することは困難で

ある。即ち，条例制定権，予算の審議権，行政監督権の広範な権限を持つ

議会の負担が重いことに加え，議会の審議も専門的な知識が要求されてい

るので，素人の集団合議制でなく，ある程度の専門家による特定の専門分

野を担当する会議体が必要である。このため，議会の議決前に議会の内部

機関として，議会において選任された専門知識を持つ特定の委員で構成さ

れる合議制機関として設置し，これに議会内部での第 1次的審査をさせる
ことにより，それぞれの立場において専門化，高度化，複雑化及び細分化

された事件について，自由に討議を行い議会の審議を一層慎重にし，これ

によって能率的，総合的及び合理的運営を目的とし，委員会を設置してい

る。（注：地方議会実務講座より抜粋）

・今後の委員会機能に求められるもの

笠岡市の今までの委員会機能は，付託された案件を事務的に処理すること

が多かったため，委員会主導と言いながら，専門家としての機能はやや少

ないように思える。

しかし，最近の社会保障に関わる福祉分野の複雑さや，最近の案件である

水道料金や，救急艇，市民病院等については，専門的分野で解析，調査，

検証の必要性が生まれており，事務量も肥大化している。また，市民の相

談窓口としての委員会機能も必要性が出ている。今後は，委員会内におい

ても，分担作業が必要になってきそうである。

・権限，機能から見た定数

現在，総務文教で 8人，環境福祉，建設産業で 7人である。専門書では，
議会という公共空間において，知識を持ち意識して討議に加わる形式を尊

重するならば，委員長を除き，少なくても 6～7人（委員長を含め７～８人）
は必要とされる。と書かれている。この点においては，現状で良いと考え

られる。

・議員の質も見ていくと多ければ機能するというものではないと考える。

議会機能の観点で行けば，数ではなくより充実した研修やそれを支える費

用のバックアップを強化した方が良いと考える。よって定数と議会機能は

現段階ではあまり重要視しない。ただ，議会及び，委員会運営上の観点で

行けば最低，３常任委員会１８人は現段階では必要と考える。

・議会・委員会・議員のあるべき姿として，行政の監視・チェック機能の充

実は必須でありますが何としても，各議員の質を向上させなければ成らな
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い。

・地域づくりは地域の手で進める時代となっており，各地域でもまちづくり

協議会が機能してきており，議員の存在感が薄らいで来ております。又地

域づくり一括交付金制度も始まり，市民が行政に参加する機会が増えてき

ている。

・各委員会構成は６～８名が必要とされており必要に応じ，各常任委員会で

在席し，重複可能とされている。定数削減でも対応が可能と考える。

・議員となる人間の多様性の確保，様々な意見を持った人間の集まりであり，

議会は定数が多いほうが良いとの意見もあるが，議員の質の向上が必要と

考える。

・議員定数削減に伴う議会力低下等，課題解決に向けた取り組みが必要と考

える。今以上に議員間討議，会派間の在り方が問われる。

・委員会定数は，一委員会が複数（例：教育民生委員会）の項目で実施する

ことが出来のではないか。

・議員定数によって委員会委員数は考えられる。又，１人の議員が１委員会

に限らず委員会を兼ねることも出来る。

２ 人口・面積規模等による定数

・人口の減少等は考慮しなければならないが、平成 24年に定数削減を行って
おり，さらに動向を見すえて検討すればよいのではないか。

・本市は島嶼部を抱えていることを考慮しなければならない。面積・人口にお

いて，単純に他自治体と比較するには慎重になるべきである。

・人口減少推移と将来推計を見据えると，１８人が適正ではないか。

・近隣市において，玉野市のように，6万人で議員 20人という例はあるが，
類似団体からして平均的な定数であるといえよう。また，面積においては，

島しょ部という特殊な点を考えたら，現在の 22人は決して多いとは言えな
い。

別の観点ではあるが，井原市、浅口市の定数より同数，あるいは少なくな

った場合，そちらへの影響も考慮する必要があると考える。

しかしながら，将来人口が 4万人に近くなれば，現在の井原市程度，ある
いは 18～19人という定数を設定する必要があると考える。

・今後，統計上，人口が増える見込みがない中，議員定数の見直しは必然的

に起こると考えます。議員のなり手や若手の輩出等考えると定数削減はそ

の可能性を狭めてしまいかねないのでその点の考慮も必要だと考える。

しかし，いかなる理由があろうと人口減少のまちに所属する我々地方議員

は人口の観点で行けば一定の削減はやむを得ないのか。
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・笠岡市の地形・人口規模を勘案する中で，本市の場合離島等，他市と比較

出来ない部分が有りますが議員定数は１８～２０名で良いと考える。

・人口・面積規模など他市と比較した場合，１８～２０名がベストである。

・人口減少している本市では現状の２２人より減にする。

３ 本市の現状及び課題・将来の予測及び展望の観点による定数

・長期的には，人口減少はやむを得ないと考えれば議員定数の削減もやむを

得ないが，今回かどうかは別である。

・むしろ，あらたな総合計画の策定と実践を議会としても積極的にとらえる

ならば，｢削減ありき｣ではないと考える。

・市議会議員選挙における投票率の低下，さらには年代別の投票率から最も

身近な基礎自治体であるにも関わらず，市民の関心の低下が推察される。

みずから身を切る意味でも定数削減するべきであり１８人が適正ではない

か。

・現状は，住民の縮図としてふさわしい議員の構成とは言い難い。若者や女

性・サラリーマンなど幅広い市民が議員として活動できるような環境整備

が重要である。報酬や各種法制度の見直しが必要であるが，定数維持・削

減どちらになっても構成比率は直接関係ないように思う。

・笠岡市では，高齢化が進み，少子化問題と合わせて社会保障を中心に多く

の課題が山積している。

その解決策の１つとして，「まちづくり協議会」があるが，現在の状況では，

その課題解決を議論するまでに至っていない。このシステムが軌道に乗れ

ば議員定数削減に早く向かうことができるが，機能するまでには最低 5年
はかかるであろう。この点においても，今期削減は難しいと思われる。

・将来人口規模予測など勘案した中で，今後この地形・人口減少を考慮し，

１８名がベスト

・市民からの声として議員定数削減を望む声が多い中，議員自ら身を「切る」

改革が必要であり，１８名がベスト・少なくとも２０名が適正である。

・２に同じ（本市の産業，人口増は現状では考えられない）

４ 予算と定数

・経費的な側面は重要だが，現状の議員定数が財政を圧迫しているとは思え

ない。議員を削減して，議員報酬増額などはありえない。

・議会の力が低下し，予算等に対するチェック機能が衰え，ムダ使いが呼応

したら，その方が市民的損失が多きいのではないか。

・予算規模においては，一般会計２２０億円の市において，議員定数は２４
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人前後と言われている。笠岡市は，適正と思われる。

・議会予算削減は避けられないという考えを前提としますと，その多くを占

める議員報酬に関しては，議員の生活を維持するための報酬では無いと認

識しているので意見をすべきではないと考えますが，敢えて客観的意見と

して子育て世代議員は生活の面で議員活動専属は厳しい。また，引退後の

ことも考慮すると立候補すら非現実的な選択とまで言わざるを得ない。そ

ういった個々の背景を鑑みるに，議会予算を絞るには定数削減ということ

に繋がってしまう。

・定数減１８～１９人にした場合，議員立候補者の若い人の環境（財政的な）

整備のため報酬を現状より増加させなければならない，またＩＣＴ化（ペ

ーパーレス化）を進める必要がある。

５ 市民意見と定数

・市民の意見は大変重要だと思う。しかし，定数問題について冷静かつ論理

的な議論になるかどうか不明である。地方自治や民主主義のありようを含

めた議論になじむ議論は，議会がリードしなければならない。

・市民に議会を身近に感じていただく｢議会改革｣もこれからであり，それも

実行しないで，定数削減は，デメリットの方が大きいのではないか。

・市民意見においては，「これまで実施されてきた議会調査において，有権者

の多くが地方議会の規模は大きすぎると考え，議員報酬は高すぎるという

見方をしている。そうした，住民感情に考慮し，議会規模を小さくする議

会が増えている。ただ，定数と報酬に限っては，住民の要求には加減が見

られない。」と言われている。

議会は，本来機能していればいるほど市民に支障を来たさないようにする

機関である。いわば「転ばぬ先の杖」でなくてはならない。しかし，そう

なればなるほど，市民に議会の存在が分からなくなる。頑張るほど，市民

は必要性を感じない訳である。

この議会改革において，議会の可視化を進めている。委員会の放映による

可視化を行う事で，委員会での議論を理解してもらえ，議会の存在が理解

出来ると考えている。

議会は，それを行った上での市民意見でなくては，あまり意味が無いと考

えられる。（注：地方議会実務講座より抜粋）

・市長公約の中でも，軽視できない大きな声だと認識している。今後，いく

ら減らしても議員定数削減の声は一定数無くなりはしないと想像がつく。

そういった意味で一定の定数に対する増減の規準を市民の理解の下，外部

審議会でも作って議員定数設定，条例化するのも将来の議会人にとって必
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要かもと考える。そうしなければ，市民のための議会維持が，人気取りの

政治家の政争の具とされかねない。

・市民側の大抵の意見は定数減の声が大である。人口減少の現状の中である。
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《意見の取りまとめ》

○２２人が適正である。

人口減少はやむを得ないと考えた場合，議員定数の削減もやむを得ないと

思うが，今回かどうかは別である。

○２２人が適正である。

人口の減少等は考慮しなければならないが，平成２４年に定数削減を行っ

ており，動向を見据えて検討すればよい。

○２２人が適正である。

予算規模において，一般会計２２０億円規模の市において議員定数は２４

人前後と言われていることから，適正と考える。

○１９人が適正である。

定数減とする場合，議員立候補者の若い人の環境整備を進めるために議員報

酬を現状より増加させる必要があり，またＩＣＴ化（ペーパーレス化）による

業務の効率化も図る必要がある。

○１８人が適正である。

市議会議員選挙における投票率の低下や年代別の投票率から市民の関心の

低さが推察される，このことからみずから身を切る意味でも定数削減すべき

であり，１８人が適正と考える。

○１８人～２０人が適正である。

人口・面積規模など他市と比較した場合では，２人～４人削減がベストで

ある。
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（２）議員報酬の適正な在り方について

１）調査事項

① 歴史的経過

現在の議員報酬月額は次のとおりである。

笠岡市 議員月額 420,000 円 （定数２２人）

平成５年４月１日には，笠岡市の議員報酬月額は４００，０００円（定数

２６）とされた。

その後，平成７年に，特別職報酬等審議会（以下「報酬審」という。）が開

催され，議員報酬月額は４２０，０００円（定数２６）とされた。

その後今日まで，報酬審は１度も開催されていない。

議員報酬の推移は，下記のとおりである。

② 他市議会の議員報酬の実態と近年の状況

全国市議会議長会による議員報酬の状況は以下のとおりである。

全国 812 市の市議会議員の平均報酬月額は，４１万４千円である。
本市と類似の人口段階別５～１０万人未満の市 270 市の議員報酬月額の

平均額は，３８万２千８百円である。また，同 270 市の中で，最高は月額
６１万６千円，最低は月額２２万２千円である。

岡山県下の市議会議員の状況は下表のとおりである。

区 分 H1.4.1改定 H3.4.1改定 H5.4.1改定 H7.4.1改定
議 長 440,000 470,000 500,000 520,000
副議長 385,000 410,000 440,000 460,000
議 員 350,000 375,000 400,000 420,000
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（単位：人，ｋ㎡，円）

注）１.岡山県毎月流動人口調査（岡山県：平成２９年９月１日現在）
２.全国市議会議長会調（平成２８年１２月３１日現在）

なお，報酬以外に，個人視察費（議員個人で視察した場合の費用一人７万円）

の支給状況を見ると，１５市の内，支給している市は２市（玉野市，笠岡市）

のみである。

費用弁償はすでに廃止されている。本市では一切支給されていない。

③ 議員報酬の規定

議員報酬（及び費用弁償並びに期末手当）については，地方自治法第２

０３条に規定がある。また，笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関

する条例により，議長 月額５２万円 副議長月額４６万円 議員 月額

４２万円の，議員報酬の規定があるほか，費用弁償（旅費）及び期末手当

が規定されている。

④ 本市議会での議員報酬についての議論

議員報酬については，市長が議員報酬の額，並びに市長及び副市長の給

料の額について諮問するために設置する第三者機関である報酬審による答

市 名 議員定数 人 口

（注１）

面 積 報酬月額（注２）

議 長 副議長 議 員

岡山市 ４６ 721,097 789.95 850,000 770,000 710,000
倉敷市 ４３ 477,268 355.63 780,000 720,000 670,000
津山市 ２８ 102,021 506.33 555,000 515,000 465,000
玉野市 ２０ 59,391 103.58 535,000 475,000 450,000
笠岡市 ２２ 48,792 136.39 520,000 460,000 420,000
井原市 ２０ 40,329 243.54 455,000 380,000 350,000
総社市 ２４ 67,341 211.90 500,000 440,000 400,000
高梁市 １８ 31,046 546.99 425,000 357,000 342,000
新見市 １８ 29,569 793.29 425,000 355,000 330,000
備前市 １６ 33,981 258.14 455,000 385,000 355,000
瀬戸内市 ２０ 36,452 125.45 450,000 380,000 350,000
赤磐市 １８ 42,935 209.36 455,000 380,000 350,000
真庭市 ２４ 44,795 828.53 450,000 400,000 300,000
美作市 １８ 27,022 429.29 410,000 345,000 320,000
浅口市 １８ 33,723 66.46 450,000 380,000 350,000
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申結果を尊重する立場がある。自らの報酬を自ら決定する（議員報酬条例

改正案の可否を決する）のではなく，第三者に委ねようというスタンスで

ある。

しかしながら昨今，議会の活性化や議会改革の進展ともあいまって，議

会や委員会の在り方を見つめなおすとともに，選挙によって選ばれた市民

の代表たる議員が，その報酬額の適正な在り方を検討する動きが広がって

いる。

本市議会では，先にも述べたとおり，議会報告会等において市民から議

員報酬に関する質疑がなされたり，検討を求める要望がなされたりするこ

とが起きてきた。

過去の経緯で見ると，議員は，戦前は名誉職であったため無報酬であっ

た。現在は名誉職でもなければボランティアでもない。このことは，地方

自治法で議員に議員報酬を支給しなければならないと規定されていること

からも明らかである。昨今の地域主権改革により市の事務は高度・専門化

し議員の責任と役割はますます大きくなっている。

この高度・専門化する行政を監視するためには，名誉職としての議員で

はなく，専門家としての議員が必要となっている。

議員には誰もがなれるように公職選挙法で保障されている。そのために

は，議員になった後も議員報酬で，ある程度の生活ができるようにしなけ

れば年金者か自営業者など経済的に心配のない人だけしか議員になること

ができなくなる。議員報酬だけで生活をしている議員もいるが，落選をし

たら，その後の生活保障は一切ない。

かつて，議員在職１２年以上の者に年金が支給される議員年金制度があ

ったが，この制度も平成２３年に廃止された。議員に優秀な人材を求める

のであれば，ある程度の議員報酬は必要と考える。

平成２３年の全国８１０市（特別区を含む。）の議員報酬の平均月額は４

１万８千円であり，笠岡市議会の議員報酬月額４２万円は，県内でも岡山，

倉敷，津山，玉野，笠岡市の順となっており，決して高くはない。議員報

酬の削減を行うよりも，行政の無駄を指摘したり，民間委託を推進したり

することにより，はるかに多額の経費削減が期待できる。

以上のことから，現在の議員報酬を引き下げるべきではないと考える。
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２）調査検討の経過

特別委員会では，以上，「１）調査事項」で調査確認した内容を踏まえ，

本市議会での議員報酬の適正な在り方を調査検討した。

① 他との比較

人口規模類似市議会

全国の市議会のうち，人口規模が本市と類似（49,000人以上 69,000 人
未満）市を抽出し，議長，副議長，議員の報酬月額，期末手当，加算率，

議員定数を確認した。

【資料６】

これらの市の議員の平均報酬月額は 372,000 円，議員定数 19.86人で
ある。（本市を除く１４市）

逆に，議員報酬月額３９万５千円から４２万円の市の状況は【資料７】

のとおりであった。

本市議会議員の報酬は，年額で下表のとおりである。

（単位：円）

※平成２８年度実績（基本計算によるもの）

② 支払い形態

１）福島県矢祭町の事例（日当制）

福島県矢祭町（人口 6,184 人 世帯数 2,089 世帯 H27.5.1 現在）では，
平成１８年に議員定数を１８名から１０名に削減（当時報酬月額 議長３

０万円 副議長２２万７千円 議員２０万８千円）した。

平成２０年３月から，議員報酬月額を日当３万円とした。（期末手当廃

止，政務活動費，費用弁償なし。本議会と委員会，全員協議会や行政視

察などに限定（公式行事出席は除く）。自宅での調査や研究，準備，住民

区分 年額報酬 ６月期末手当 １２月期末手当 合 計

議 長 6,240,000 986,700 1,106,300 8,333,000
副議長 5,520,000 872,850 978,650 7,371,500
議 員 5,040,000 796,950 893,550 6,730,500
委員長 － － － －
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との話し合いや研修等も対象外）その積算根拠は，管理職 1 人当たり年
間平均人件費＝給料・各種手当・共済負担金・退職手当負担金等含め約

1,056 万 6 千円÷平均出勤日数 236（８時間労働）＝44,800円×議員７
割相当＝31,300≒30,000 円とした。

２）熊本県五木村の事例（成果主義）

熊本県五木村（（人口 1,205 人 世帯数 520 世帯 H27.4.30 現在）では，
平成２２年，議長が選ぶ一般村民が村議の活動を査定し報酬を決める議

員評価制度を導入，評価委員（４人）が議員質問回数や内容などを基準

に５段階で評価。報酬月額２１万３千円のうち２割を差を付けて配分す

る成果主義を採用した。

平成２４年１２月，評価が困難で，評価委員の引き受け手がなく，廃

止されている。

３）長崎県小値賀町の事例（年齢別支給制度）

長崎県小値賀町（（人口 2,511 人 世帯数 1,274 世帯 H29.9.30 現在）
では，議員の高齢化から，まちづくりにおいては若い視点が必要とのこ

とから，若手議員の立候補を促す狙いから，「５０歳以下に限り３０万円

に引き上げる新しい条例案」を可決した。

これに伴い，月額１８万円の報酬に対して５０歳以下は３０万円とし

て年齢別支給制度を採用した。

③ 議員定数と報酬の相関による議会費総額からのアプローチ

先にも調査し述べたように，本市の予算額に占める議会費の割合は概

ね１％である。

当初予算ベースによる議会費の推移と内訳は次表のとおりである。

議員定数を削減して議員報酬を増額しても，議会費は一定で変わらな

いとの意見があったことから，議会費総額等について次表により確認し

た。
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（単位：千円，％）

区 分 総 額 ① 議 会 費② 割合（②÷①）

平成２５年度 20,975,370 289,950 1.38%
平成２６年度 21,477,530 290,310 1.35%
平成２７年度 22,615,010 296,390 1.31%
平成２８年度 21,555,990 271,780 1.26%
平成２９年度 22,655,690 268,670 1.18%

報酬 112,560 －

賃金 1,572 －

給料 25,465 －

職員手当等 50,800 －

共済費 52,075 －

報償費 87 －

旅費 6,656 －

交際費 780 －

需用費 2,022 －

役務費 55 －

委託料 3,307 －

使用料及び賃借料 504 －

備品購入費 71 －

負担金，補助及び交付金 12,716 －
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３）議員報酬の適正な在り方の検討状況

以上の調査事項を踏まえつつ，議員報酬の適正な在り方について，調査

事項に関連して検討を重ねた。

① 報酬に対する考え方

・現在の議員報酬が，議員に立候補する人にとって，今の職を投げ打って

までできる額であるかどうかだ。年金制度は廃止された。他に職業がな

ければ国民健康保険に加入し保険料も支払わなければならない。

月額４２万円というが，税金等差し引かれて手元に残る額がいくらにな

るか。その辺りを説明すれば，現在の報酬額に理解を示す市民は多いと

認識している。

・単純に報酬額の多寡を言うのではなく，実際選挙に打って出て市政に携

わり笠岡市のために頑張って働こうと思える，思わせる額になっている

かどうか。

・本市の報酬額が他市を上回っていたり平均を超えていたりする場合に，

その理由を明らかにして説明責任を果たす必要がある。これが説明でき

なければ，多いのではないかとの批判はなくならない。本市議会が行政

に対しどのように政策提言し，条例を制定し，予算を審議し，決算を認

定して，本市のために利益を及ぼしてきたかを示さなければ，報酬につ

いての説明責任と理解は得られない。

・現在の議員の活動に見合った報酬であるかどうかの説明責任が果たせる

か，また，実際に報酬に見合う活動になっているかを説明すべきである

との考え方と，これから選挙に出て議員として活動しようとする場合の

報酬を考えるのでは，報酬に対する見方が変わる。

・議員はそれぞれ地元の課題に取り組み頑張っている。この表に見えない

活動，費やす時間は計り知れない。市内を巡るガソリン代もかかるが活

動費としての保障はない。市職員で賄えば相当の経費もかかるであろう

仕事をこなしていると自負している。こうした積み重ねも議員活動とし

てきちんと評価されるべきだ。

・市民と直接話をする機会が多い。実際の報酬額を伝えている。金額に関

して言えば，それが多いとの意見を聞かない。年金もない，４年に１度

の選挙もある。しかし，議員の仕事とは「これだ」と明らかにされてい

ないこと，議員によって活動の仕方が異なっていることが問題を難しく

複雑にしている。本会議や委員会への最低限の出席が目に見えたとして

も，それ以外の部分が一般的に見えない，計数化できない。
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・平成１２年４月に地方分権一括法が施行されて以来，地方議会の果たす

役割と範囲が広くなり，業務量も増大してきている。ところが報酬につ

いては，仕事量や地方議会の置かれている現状から一向に変わっていな

い。仕事量に見合うものとなっていないため，この際検討すべきである。

② 議会費総額からのアプローチについて

・議員定数を削減し，その分，議員報酬を増額しても議会費は一定であり，

報酬増による少数精鋭の議会運営が可能ではないかとの意見は，一見，

非常に分かりやすい。しかし，定数削減によるチェック機能の低下に対

し，議員が実際的に少数精鋭となる保障はなく，そもそも議員定数と報

酬は本来個別にその適正な在り方を検討すべきである。

・県下他市の状況を見ても，議会費は総予算額の概ね１％程度となってい

るが，財政規模の大きい岡山市（0.4％）や倉敷市（0.5％）においては，
到底１％に足らない。１％を議会費に充てるとして，その範囲内で定数

や報酬の増減を考える必要はない。

・定数と報酬に相関関係があるか。定数現状維持の場合，２人又は４人削

減の場合の報酬額はどうなるか。近隣市の状況において，定数を削減し

たからといって報酬を増額するという状況にはなっていない。議会力の

低下を招かない検討が必要だ。

仮に定数を減らして報酬を増額するとしても，現在の社会環境から報酬

増は一般的に受け入れ難いと思われる。市民の声を受け入れ報酬減に踏

み込んだとき，負のスパイラルに陥る。

・定数現状維持と削減の案があるが，報酬額とはリンクしない。定数と報

酬は別個の問題であり，議会予算総額一定のアプローチは考慮すべき必

要がない。

③ 人口規模と報酬について

・一般的に人口規模の多い市ほど議員報酬が高額であるが，人口規模によ

って議員活動に違いが生じるのか。基本的には変わらないと考える。

・人口規模が大きい市は，予算・決算の量が違う。学校数や諸団体の数が

違う。審議する量，内容が莫大なものになるという違いがある。

④ 笠岡市特別職報酬等審議会について

・過去から，議員報酬については，笠岡市特別職報酬等審議会にお任せす

ることになっているし，第三者に委ねた方が市民の理解を得られると考

える。
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・特別職報酬等審議会に委ねる考え方に反対ではないが，特別委員会で調

査検討した，その結果報告を報酬審に伝えることが必要である。

・特別職報酬等審議会に委ねるというが，議員について何も分からない，

知らない，実態を把握していない場合，審議のしようがない。議員自ら，

活動内容について発信する必要がある。

・前回の特別職報酬等審議会が開催されてから長い期間が経過した。特別

委員会（議会）として，報酬審議会を開催するよう要請すべきである。

・議員が自らの報酬を議論するのは市民感情から言って好ましいとは言え

ない。議員報酬決定の仕組みからいって，特別職報酬等審議会の答申を

受け入れざるを得ない。

・特別委員会で調査検討するのは，その調査結果を特別職報酬等審議会の

判断材料にしていただきたいとの考えだ。

⑤ 現状維持の意見

・全国の人口同等規模の市と比べ，本市の議員報酬は少なくない。現状維

持が適正で，増額する必要はない。

・８万円増の数的根拠が乏しい。現下の社会情勢にあって，報酬増を考え

訴えるならば，現在置かれている議員の社会的状況と法整備の必要性を

訴えなければ，根拠に乏しい議論は受け入れられない。

・現状月額４２万円は他市との比較において多くはないし，少なくもない。

これを現状維持の根拠とする。

⑥ 増額の意見

・若い立候補者が出るためには，報酬は多い方が良い。

・本来議会の継続性というものを考えていく中で，年齢層が高く偏ってし

まい，若い人がいないことは，今後の継続性の面においても好ましくな

い。だからこそ若者，女性が今後の議会において活躍するために報酬増

額としての方策や制度設計を考えるべきである。

・議員報酬だけでやっている議員が何人か知らないが，４２万円のうち固

定資産税，市民税，保険料，その他引き去り等々，実質の手取りがいく

らになるか。会社員でも夫の給料だけで賄えないから奥さんも働いてい

る。

議員も同じだ。議員活動に比して議員報酬が妥当かと問われれば，最低

限と言わざるを得ない。

・年金世代，子育て世代，いろんな世代から議員になれる環境が必要であ

り，そうした意味からも現状の４２万円は最低限である。
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・これからの若い人たちが専業，職業としての議員として活躍してもらう

ためには，生活給的な側面を考慮しなければならないのは否めない。ま

た，議員は年功序列ではないので何年やっても報酬は変わらない。

まして，退職金や厚生年金もないのだから，生涯の職業，生涯収入とし

ての観点から見れば，いま少し増額が必要ではないか。

・議会というものには，若者も，女性も，年金受給者も含めて，各界各層

から幅広く立候補できる条件と環境がなければならない。報酬がそうだ。

地方の時代というのなら，議員がきちんと活動できる，生活給的な保障

も含めて条件を整備する，そういう意味で少なくとも現状維持から５０

万円程度が必要だと考える。

・サラリーマンを辞めて，若しくは休職して，議員活動が出来るための労

働整備や環境整備など，人生設計を含めた法整備が必要であり，国に対

して，早急な意見書を提出すべきである。
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６ まとめ

特別委員会での調査検討結果は，次のとおりである。

まず，地方分権の進展に伴い，地方公共団体のみならず，これまで以上に

議会の担うべき役割や責任が増大している中，議員のなり手不足の深刻化や

議会の存続が問われる危機的状況が喫緊の課題となっている。この要因とし

て，特に若者・女性など，多様な層の幅広い住民が議員として生活出来る保

障や休暇，復職出来る環境整備に係る労働法などの制度改正について，地方

自治法第９９条に基づき国等の関係機関へ意見書を提出することとした。

（資料８）

また，議員定数の適正な在り方については，論点を絞り，現状維持の

２２人，２人少ない２０人，４人少ない１８人の３案について検討した。

※特別委員会定数の結果（委員・会派による構成）

以上から，最終的な結論として議員定数２０名となった。

次に，議員報酬の適正な在り方については，現状の状況と今後の多様な

層の幅広い住民が議員として生活出来る面と，これに伴う労働環境整備と

制度改正など国に対して意見書を提出することを論点に，報酬月額４２万

円，報酬月額４５万円，報酬月額５０万円の３案について検討した。

※特別委員会報酬の結果（委員・会派による構成）

以上から，最終的に議員報酬は月額５０万円が適正としての結論となっ

た。（これに伴い，副議長５４万円・議長６０万円とした。）

なお，議員報酬については，特別委員会での調査検討とともに，笠岡市

特別職報酬等審議会の開催を市長に要請し，審議すべきであるとの意見の

一致があり，その旨報告し提案する。

適正議員数 委員数 会派名（人数）

２２名が適正 ２人 笠栄会（３人），日本共産党（２人）

２０名が適正 ３人 徳清会（６人），公明党（２人），改革２１（２人）

１８名が適正 ２人 新政みらい（４人），立真会（３人）

適正議員数 委員数 会派名（人数）

４２万円が適正 １人 日本共産党（２人）

４５万円が適正 １人 立真会（３人）

５０万円が適正 ５人 徳清会（６人），新政みらい（４人），笠栄会（３人）

公明党（２人），改革２１（２人）
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７ 終わりに

地方分権，地方主権改革により，市の事務は高度・専門化し，財源の確保

に向けた自治体間競争がさらに起こり，議会の責任と役割はますます大きく

なっていく状況の中で，議会が住民の負託に応え，その権能を十分に発揮し

ていくことが必要であるとされている。

このような中で，現在，多くの自治体で議員定数を更に削減する動きがあ

るが，議員定数の削減が議会の執行部への監視機能を低下させ，かえって経

費の増大を招くおそれがある。

このことも踏まえつつ，平成２８年５月１８日の特別委員会設置と９月定

例会初日の全員協議会での取り組み項目として議員定数，報酬の議員間調査

及び検討協議による会議を計１１回に渡り特別委員会を開催し，議員定数等

の適正な在り方について検討を重ねてきた。

また，過去においても本報告書前段の歴史的経過において紹介したとおり，

度重なる定数の検討，協議を実施してきており，定数削減のみに視点を当て

てきたものである。しかしながら，地方分権に伴う議会の担う役割や責任の

増大と，地方自治の７０年を迎える今日，議員のなり手不足など議会の存続

に関わる危機的状況など，喫緊の課題も加味する中で，議員の定数並びに報

酬に視点を当てて，この度協議検討したものである。

本報告書によって，特別委員会での調査検討の資料や決定の過程を公開し

報告書にまとめることで，議会の説明責任を果たす一助となることを期待す

る。
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地方議会制度改革のための地方議員の環境整備を求める意見書（案）

平成１２年４月の地方分権一括法の施行から，地方公共団体の権限は拡大され，地方議

会においても担うべき役割や責任が増大し，これまで以上に市政に対する監視及び評価，

更には立法機能の強化が求められている。

これに伴い，地方においては本市を含め，各市議会においても様々な議会改革や監視機

能の制度並びに立法機能の強化など地方分権のための取り組みを進めているところである。

しかしながら，地方自治７０周年を迎えた現在，議員のなり手不足の深刻化が進んでお

り，議会の存続が問われる危機的状況が喫緊の課題となっている。この要因として，若者

世代が議員として生活する保障や，離職に伴う救済措置が無いことによる不安，更に議員

として会社員が立候補し，活動出来る法整備や議員活動を行うための休暇制度，復職制度

等に係る労働法，労働基準法，地方自治法などの法制度が未整備であることが考えられる。

このことから，課題解決に向けた早急な対応が必要となる。

また，被選挙権についても選挙権を１８歳以上として若年層に対する制度緩和を進めた

点からも，同様に年齢を引き下げるべきであり，若者更に，女性など多様な層による幅広

い住民が議員のなり手となるよう立候補制度を見直す必要がある。これに伴い，広く人材

の確保を図る必要があることから，公職選挙法などの法改正による整備が必要である。

以上の問題点については，内閣総理大臣の諮問機関である地方制度調査会においても検

討すべき重要な課題として認識されていることから，下記のとおり実現されるよう当市議

会において強く求めるものである。

記

１ 立候補に伴う休暇を保障する制度及び休職・復職制度等の制度の導入を行うこと。

また，公務員の立候補制限の緩和及び地方議会議員との兼職禁止の緩和を行うこと。

２ 国民の幅広い政治参加や地方議会における人材を確保し，議員のなり手不足を解消す

るため，地方議会議員の厚生年金制度加入のための法整備あるいは退職金等の支給に

ついて検討すること。

３ 正常な労働関係を前提とした労働者の公的活動との調和を図るため，休職・解雇によ

る不利益取扱いの禁止を盛り込むなど，法整備を行うこと。

４ 公職選挙法などの現行法において，公務員などの職員は在職のまま立候補出来ないこ

ととなっている。このことから民間企業従事者も含め，復職が出来るなどの救済措置

が行われるよう法整備を行うこと。

資料８



５ 国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から，被選挙権においても

１８歳以上とし，若者・女性などの幅広い層が，議員となれる法整備を行うこと。

以上，地方自治法第９９条により意見書を提出する。

平成 年 月 日

笠岡市議会議長 栗 尾 順 三

提出先

衆議院議長，参議院議長，内閣総理大臣，内閣官房長官，総務大臣，法務大臣，

財務大臣，厚生労働大臣，経済産業大臣，内閣府特命担当大臣（地方創生規制

改革担当），地元国会議員


	印刷8.pdfから挿入したしおり
	0
	はじめに
	絵で見る市民のくらし
	目次

	見出し
	空白ページ
	Ⅰ
	P2_位置と面積ほか
	P3_旧町村別面積
	P4_地目別土地面積 ほか
	P5_気象概要
	P6-7_自然災害
	P8_周辺都市の距離と所要時間
	P9-11_自然と歴史（変更後）

	空白ページ
	Ⅱ
	P14-15_住民登録人口と世帯
	P16_人口動態・外国人登録人口
	P17-20_住民基本台帳による地区別人口及び世帯数
	P21_国勢調査人口及び世帯数
	P22-23_国勢調査人口ピラミッド
	P24-27_国勢調査の地区別人口及び世帯数
	P28_国勢調査の年齢別人口
	P30-33_国勢調査の労働力状態・世帯種類ほか
	P30-33_国勢調査の労働力状態・世帯種類ほか2
	P34-35_国勢調査の産業男女別15歳以上就業者数
	P36-37_国勢調査の職業別就業者数
	P38-41_国勢調査の産業従業上地位別就業者数
	P38-43_国勢調査の産業従業上地位別就業者数4
	P38-43_国勢調査の産業従業上地位別就業者数グラフ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ

	空白ページ
	Ⅲ
	P47-48_経営耕地面積 ほか
	P47-48_経営耕地面積 ほか1
	P49-55_農地の転用 ほか
	P49-55_農地の転用 ほか1
	P49-55_農地の転用 ほか2
	空白ページ

	Ⅳ
	P56-59 産業（大分類）別事業所数及び従業者数 ほか
	P56-59 産業（大分類）別事業所数及び従業者数 ほか1
	P60-65_産業別規模別事業所数及び従業者数 ほか
	P60-65_産業別規模別事業所数及び従業者数 ほか1
	空白ページ

	Ⅴ
	空白ページ

	Ⅵ
	P72-73_道路延長 ほか
	P72-73_道路延長 ほか1
	P74_都市計画区域人口・面積 ほか
	P75_市営住宅の現況 ほか
	空白ページ

	Ⅶ
	P78-81_産業分類（小分類）別商店数、従業者数及び年間商品販売額
	P82_笠岡の観光客数

	Ⅸ
	空白ページ

	空白ページ
	Ⅹ
	P92-100_ごみ収集状況 ほか
	P92-100_ごみ収集状況 ほか1
	P92-100_ごみ収集状況 ほか2
	P92-100_ごみ収集状況 ほか3
	P92-100_ごみ収集状況 ほか4
	空白ページ
	空白ページ

	ⅩⅠ
	P102-103園数・教職員数・園児数・学級数及び施設の状況 ほか
	P104-107_学校数・教職員数・生徒数・学級数及び施設の状況_ほか
	P104-107_学校数・教職員数・生徒数・学級数及び施設の状況_ほか1
	P108-109_文化施設 ほか
	P108-109_文化施設 ほか1
	P110_図書館利用状況 ほか
	P111_カブトガニ博物館入館者数 ほか
	P112-113_図書館分類別図書冊数 ほか
	P114_文化財
	空白ページ

	ⅩⅡ
	P118-121_国民健康保険運営状況 ほか
	P118-121_国民健康保険運営状況 ほか1
	P122-123_介護保険の状況
	P122-123_介護保険の状況1
	P124-126介護保険関係施設
	P127身体障害者手帳交付状況 ほか
	P128-129_保育施設
	P130_福祉施設

	ⅩⅢ
	P133-139_車種別交通事故発生状況 ほか
	P133-139_車種別交通事故発生状況 ほか1
	P133-139_車種別交通事故発生状況 ほか2
	P133-139_車種別交通事故発生状況 ほか3
	P133-139_車種別交通事故発生状況 ほか4
	空白ページ

	空白ページ
	ⅩⅣ
	P142-146_組織図
	P147-148_歴代市長 ほか
	P149-150_歴代議長 ほか
	P152-153_公職選挙投票状況
	P154_選挙人名簿登録者数 ほか
	空白ページ
	空白ページ

	ⅩⅤ
	P157-159_一般会計 ほか
	P157-159_一般会計 ほか1
	P160-163_普通会計の決算額
	P164_市税の内訳 ほか
	P165-167_歳出の目的別内訳 ほか
	P165-167_歳出の目的別内訳 ほか1

	空白ページ
	ⅩⅥ
	P170-171_岡山県及び県下１５市の主要指標
	P170-171_岡山県及び県下１５市の主要指標1
	空白ページ
	空白ページ

	空白ページ
	空白ページ
	バインダー
	P84-85_自動車種別登録台数 ほか
	P84-85_自動車種別登録台数 ほか1
	P84-85_自動車種別登録台数 ほか2
	P86_郵便施設 ほか

	ⅩⅣ
	P142-146_組織図
	P147-148_歴代市長 ほか
	P149-150_歴代議長 ほか
	P152-153_公職選挙投票状況
	P154_選挙人名簿登録者数 ほか
	空白ページ
	空白ページ

	ⅩⅡ
	P118-121_国民健康保険運営状況 ほか
	P118-121_国民健康保険運営状況 ほか1
	P122-123_介護保険の状況
	P122-123_介護保険の状況1
	P124-126介護保険関係施設
	P127身体障害者手帳交付状況 ほか
	P128-129_保育施設
	P130_福祉施設

	ⅩⅠ
	P102-103園数・教職員数・園児数・学級数及び施設の状況 ほか
	P104-107_学校数・教職員数・生徒数・学級数及び施設の状況_ほか
	P104-107_学校数・教職員数・生徒数・学級数及び施設の状況_ほか1
	P108-109_文化施設 ほか
	P108-109_文化施設 ほか1
	P110_図書館利用状況 ほか
	P111_カブトガニ博物館入館者数 ほか
	P112-113_図書館分類別図書冊数 ほか
	P114_文化財
	空白ページ

	Ⅱ
	P14-15_住民登録人口と世帯
	P16_人口動態・外国人登録人口
	P17-20_住民基本台帳による地区別人口及び世帯数
	P21_国勢調査人口及び世帯数
	P22-23_国勢調査人口ピラミッド
	P24-27_国勢調査の地区別人口及び世帯数
	P28_国勢調査の年齢別人口
	P30-33_国勢調査の労働力状態・世帯種類ほか
	P30-33_国勢調査の労働力状態・世帯種類ほか2
	P34-35_国勢調査の産業男女別15歳以上就業者数
	P36-37_国勢調査の職業別就業者数
	P38-41_国勢調査の産業従業上地位別就業者数
	P38-43_国勢調査の産業従業上地位別就業者数4
	P38-43_国勢調査の産業従業上地位別就業者数グラフ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	
	グラフ

	空白ページ
	空白ページ

	空白ページ


